
令和２年度杉並区一般会計補正予算 

 

令和２年度杉並区一般会計補正予算（第５号）の概要は、以下のとおりです。 

 

１ 一般会計歳入歳出予算の補正（総括表） 

単位：千円 

会 計 補 正 前 今回補正額 補 正 後 

一 般 会 計 (補正５号) 256,991,563 1,814,882 258,806,445 

 

２ 一般会計補正予算（第５号）の概要 

 

●補正事業             １１事業 

●補正予算額   １８億１，４８８万２千円 

 

今回の補正予算では、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金」を活用した事業等として、中小事業者支援のための家賃助成や、感染症

対策を講じて実施する文化・芸術事業への支援、生活困窮者等自立支援法に基

づく住居確保に係る給付に要する経費などについて、緊急性の観点から計上し

ました。 

 

一般会計予算規模                                            単位：千円 

                              
予 算 額 

特 定 財 源 
一 般 財 源 

国・都支出金 そ の 他 

補正前の額 256,991,563 105,859,570 17,001,562 134,130,431 

補 正 額 1,814,882 1,418,329 0 396,553 

補正後の額 258,806,445 107,277,899 17,001,562 134,526,984 

 

（１）内容 

●防災施設整備 

震災救援所等において感染症の拡大を防止するため、感染が疑われる避難者

を隔離するプライベートテント購入に要する経費を計上しました。 
（1,077万2千円） 

●文化・芸術の振興 

文化・芸術活動への支援として、感染症対策を講じて実施する舞台などの公

演への助成や、劇場等運営事業者への給付金の支給、日本フィルハーモニー

交響楽団の活動支援に要する経費を計上しました。 

（2億 3,120万円） 



●中小企業支援 

不動産オーナーに対する、テナントの家賃を減額した場合の助成や、廃業

した事業者に対する、廃業後に発生する店舗の家賃相当分の助成に要する経

費を計上しました。 

（1億 8,400万円） 

●生活困窮者等自立促進支援事業 

生活困窮者等自立支援法に基づく住居確保に係る給付に要する経費を計上

しました。 

（7億 7,268万 3千円） 

●ひとり親世帯（児童育成手当受給者）への臨時特別給付金支給事業 

児童育成手当受給世帯への区独自の給付事業を実施するための、給付費及び

給付事務に要する経費を計上しました。 

（5,728万 2千円） 

●ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 

児童扶養手当受給世帯等への給付事業を実施するための、給付費及び給付事

務に要する経費を計上しました。 

（4億 4,328万 6千円） 

●公園の維持管理 

区立公園等の感染予防策として、休業により失業した者等の人材を活用し、

ソーシャルディスタンスの確保等適正利用を促す見守りや、遊具の消毒を行

うための巡回に要する経費を計上しました。 

（3,505万円） 

●特別支援教育 

感染予防対策として、済美養護学校スクールバス車内の混雑緩和の

ためのバス増便に要する経費を計上しました。 

（792万円） 

●小学校就学諸援助 

●中学校就学諸援助 

学校休業期間中の就学援助認定世帯への昼食費相当額補助に要す

る経費を計上しました。 

（6,012万 9千円） 

●会計年度任用職員（短時間）人件費 

学校再開等に伴う教員の負担軽減を目的として、事務補助を行うスクール・

サポート・スタッフを増配置するため、会計年度任用職員（短時間）の雇用

に要する経費を計上しました。 

（1,256万円） 

 


